
国土交通省 大隅河川国道事務所      肝付町 
 

令和７年 ８月 26 日 

大隅河川国道事務所 

肝 付 町 

 

「かわまちづくり登録証手交式」を行います。 

～河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成に向けて～ 

 

 

＜登録証手交式＞ 

日 時 ： 令和７年９月２日（火）１３時３０分～１４時００分（予定） 

場 所 ： 肝付町役場 ２階 応接室 

出 席 者 ： 肝付町長、大隅河川国道事務所長 

 

 

国土交通省では、水辺を活かして地域の賑わい創出を目指す取組を推進するため、「か

わまちづくり」支援制度に基づき、市町村が作成した計画の登録を行い、ハード・ソフト両

面から支援を行っています。 

  

この度、肝付町のまちと高山川の河川空間を活かした「高山川かわまちづくり」が、令和

７年８月１日付けで新たにかわまち事業に登録となりました。 

 

今般、登録証の手交式を下記のとおり行いますので、お知らせします。 

【問い合わせ先】 

 

肝付町 企画調整課 

企画調整課長 神田 洋人 （かんだ ひろと） 

主事 茶圓 光里 （ちゃえん ひかり） 

電話 （0994）65-２５１１（代） 

 

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 

事業対策官   野呂 健志 （のろ たけし） 

流域治水課長 那須 稔生 （なす としお） 

電話 （0994）65-2541（代） 



 

かわまちづくり登録証手交式 次第（案） 

 

1． 開会 

2． 挨拶（大隅河川国道事務所長） 

3． 手交 

［写真撮影］ 

 

4． 挨拶（肝付町長） 

5． 閉会 






